
令 和 ８ 年 ６ 月

市議会定例会提出議案説明書

総 務 部 総 務 課



提 出 議 案 件 数

１ 議 案 ２４件

⑴ 条 例 １０件

（制定１件、改正９件）

⑵ 予 算 ２件（補正２件）

⑶ そ の 他 ７件

① 工事請負契約の変更について １件

② 事業委託契約について １件

③ 財産取得について １件

④ 財産取得の変更について １件

⑤ 訴えの提起について １件

⑥ 専決処分の承認を求めることについて ２件

⑷ 人 事 ５件（追加提案予定）

① 監査委員選任の同意を求めることについて １件

② 固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めること

について １件

③ 川部財産区管理委員選任の同意を求めることについて １件

④ 川前財産区管理委員選任の同意を求めることについて ２件

２ 報 告 １２件

① 令和７年度いわき市一般会計継続費繰越計算書について

② 令和７年度いわき市卸売市場事業特別会計継続費繰越計算書について

③ 令和７年度いわき市水道事業会計継続費繰越計算書について

④ 令和７年度いわき市下水道事業会計継続費繰越計算書について

⑤ 令和７年度いわき市一般会計繰越明許費繰越計算書について

⑥ 令和７年度いわき市土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書について

⑦ 令和７年度いわき市温泉給湯事業特別会計繰越明許費繰越計算書について

⑧ 令和７年度いわき市水道事業会計予算繰越計算書について

⑨ 令和７年度いわき市工業用水道事業会計予算繰越計算書について



⑩ 令和７年度いわき市下水道事業会計予算繰越計算書について

⑪ 専決処分の報告について

⑫ いわき市新型インフルエンザ等対策行動計画の変更について

３ 提 出 ７件

・ いわき市土地開発公社外６法人の経営状況について

４ 諮 問 ３件（追加提案予定）

・ 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ３件



ＮＯ．１

議 案 番 号 第１号 所属部課名 保健福祉部 障がい福祉課

案 件 名 い わ き 市 手 話 言 語 の 普 及 及 び コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 手 段 の 利 用 の 促 進

に関する条例の制定について

主

な

内

容

手話言語の普及及びコミュニケーション手段の利用の促進に関して、基

本理念を定め、市の責務や市民等の役割を明らかにするとともに、基本理

念に基づいた施策を推進することにより、手話言語及びコミュニケーショ

ン手段に対する市民等の理解及び関心を喚起し、もって全ての市民が、障

がいの有無によって分け隔てられることなく、共に暮らすことができる社

会の実現に寄与することを目的として、本条例を制定するもの。

（ 主 な 制 定 内 容 ）

１ 基本理念（第３条関係）

⑴ 手話言語の普及及びコミュニケーション手段の利用の促進は、全て

の市民が相互に人 格及び個性を尊重するよう、その理解及び関心が深

められなければならない。

⑵ 手話言語の普 及は、手話言語が独自の体系を有する言語であって、

ろう者が知的で心 豊かな日常生活及び社会生活を営むために受け継が

れてきたものであ るという認識の下、将来の世代にわたって継承でき

るよう行われなければならない。

⑶ コミュニケー ション手段の利用の促進は、障がいのある方が日常生

活及び社会生活に 必要な情報の取得及び利用のための手段を自ら選択

する権利を有するという認識の下に行われなければならない。

２ 施策の基本方針（第７条関係）

⑴ 手話言語の習得及び使用の機会を確保する

⑵ 手話言語及びコミュニケーション手段の利用に対する市民及び事業

者の理解及び関心を促進する

⑶ 手話文化（手話言語及び手話言語による文学、演劇、伝統芸能、演

芸その他の文化的 所産をいう。）の保存、継承及び発展が図られるよ

うにする

（施行日 公 布 の 日 ）

摘

要

○ コミュニケーション手段

手話言語、触手話、要約筆記、筆談、文字の表示、点字、音訳、平易

な表現、絵図の提 示、情報通信機器その他障がいの特性に応じて使用す

る意思疎通のための手段



ＮＯ．２

議 案 番 号 第２号 所属部課名 監査委員事務局

案 件 名 いわき市監査委員条例等の改正について

主

な

内

容

令和６年６月 26日に地方自治法の一部が改正され、条例で引用する同法

の条項に移動が生じることから、所要の改正を行うもの。

（ 改 正 内 容 ）

１ 改正する内容

いわき市監査委員 条例第４条、いわき市病院事業の設置等に関する条

例第９条、いわき 市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例

第９条及びいわき 市下水道事業等の設置等に関する条例第５条で引用す

る法律の条項を改める。

２ 改正する条例

・ いわき市監査委員条例

・ いわき市病院事業の設置等に関する条例

・ いわき市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例

・ いわき市下水道事業等の設置等に関する条例

（施行日 令和８年９月24日）

摘

要



ＮＯ．３

議 案 番 号 第３号 所属部課名 総務部 人材育成支援課

案 件 名 いわき市行政手続条例の改正について

主

な

内

容

令和５年６月 16日に公布された「デジタル社会の形成を図るための規制

改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」

により行政手続法の一部が改正され、聴聞及び弁明の機会の付与を行うに

あたり、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合におい

て行うことができる通知の方法が見直されたことから、本市においても同

様とするため、所要の改正を行うもの。

（ 主 な 改 正 内 容 ）

○ 聴聞の通知の方式（第15条関係）

現 行 改 正

書面を市の掲示場に掲示する 不特 定多 数の 者が 閲覧 する こと が

でき る状 態に 置く とと もに 、次 の

いずれかの措置を講じる

ア 書面を市の掲示場に掲示する

イ 事務 所に 設置 した 電子 計算 機

の 映像 面 に 表示 し た もの の 閲 覧

をすることができる状態に置く

（施行日 公 布 の 日 ）

摘

要



ＮＯ．４

議 案 番 号 第４号 所属部課名 財政部 税務課

案 件 名 いわき市税条例の改正について

主

な

内

容

令和８年３月 31日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」に

より地方税法の一部が改正され、家屋及び償却資産に係る固定資産税の免

税点が引き上げられること等から、本市においても同様とするため、所要

の改正を行うもの。

（ 主 な 改 正 内 容 ）

１ 固定資産税の免税点の改正（第 53条関係）

区 分 現 行 改 正

土 地 30万円 30万円

家 屋 20万円 30万円

償却資産 150万円 180万円

（施行日 令和９年４月１日）

２ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に

係る市民税の課税の特例の改正（附則第 18条の２関係）

譲渡した土地等が 、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、浸水

被害防止区域等の 災害リスクが高い区域内にある場合は、特例の対象か

ら除外する。

（施行日 令和 10年１月１日）

摘

要

〇 固定資産税の免税点

少額資産所有者の 税負担を軽減する 等のため、市内に所有する土地、

家屋及び償却資産 のそれぞれの課税標準額が、一定の金額に満たない場

合に固定資産税が課税されない制度



ＮＯ．５

議 案 番 号 第５号 所属部課名 市民協働部 国保年金課

案 件 名 いわき市国民健康保険税条例等の改正について

主

な

内

容

「地方税法施行令の一部を改正する政令」が令和８年４月１日に施行さ

れたこと等に伴い、所要の改正を行うもの。

（ 主 な 改 正 内 容 ）

１ いわき市国民健康保険税条例の改正

⑴ 地方税法施行令の一部改正に伴う改正

ア 賦課限度額の改正（第２条及び第17条関係)

区 分 現 行 改 正

基礎課税額 66万円 67万円

後期高齢者支援金等課税額 26万円 26万円

介護納付金課税額 17万円 17万円

子ども・子育て支援納付金課税額 － ３万円

合 計 109万円 113万円

イ 軽減基準の改正（第17条関係）

区分 現 行 改 正

７割

軽減

基 礎 控 除 額 (43 万 円 )＋ (給 与

所得者等の数－１)×10 万円

基 礎 控 除 額 (43 万 円 )＋ (給 与

所得者等の数－１)×10 万円

５割

軽減

基 礎 控 除 額 (43 万 円 )＋ (給 与

所 得 者 等 の 数 － １ )×10 万 円

＋ 30.5 万円×(被保険者数)

基 礎 控 除 額 (43 万 円 )＋ (給 与

所 得 者 等 の 数 － １ )×10 万 円

＋ 31 万円×(被保険者数)

２割

軽減

基礎控除額 (43 万円）＋ (給与

所 得 者 等 の 数 － １ )×10 万 円

＋ 56 万円×(被保険者数)

基 礎 控 除 額 (43 万 円 )＋ (給 与

所 得 者 等 の 数 － １ )×10 万 円

＋ 57 万円×(被保険者数)



ＮＯ．５－２

主

な

内

容

⑵ 国民健康保険税額の改正（第５条関係）

○ 子ども・子育て支援納付金課税額

区 分 現 行 改 正

所得割額

基礎控除後の総所

得金額等に 0.28％

を乗じた額

基礎控除後の総所

得金額等に 0.31％

を乗じた額

均等割額 1,200円 1,400円

18歳以上均等割額 100円 100円

平等割額

下記以外の世帯 800円 800円

特定世帯 400円 400円

特定継続世帯 600円 600円

２ いわき市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の改正

〇 減免申請に係る特例の期間の改正（附則第３項関係）

東日本大震災に伴 う、帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難

指示区域等からの 転入世帯に係る国民健康保険税の減免申請の特例に

ついて、令和７年 度分までとしていた対象期間を、令和８年度分まで

延長する。

（施行日 公 布 の 日 ）

摘

要

○ 18歳以上均等割額

18歳未満の被保険者に係る均等割額の軽減分（ 10割）を負担する仕組

みとして、 18歳以上の被保険者１人につき、100円を加算するもの。

○ 特定世帯・特定継続世帯

国民健康保険加入 者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、同

じ世帯の国民健康 保険加入者が１人となった世帯を「特定世帯」とし、

５年間、平等割額を２分の１軽減する。

５年経過後は、３ 年間「特定継続世帯」として、平等割額を４分の１

軽減する。



ＮＯ．６

議 案 番 号 第６号 所属部課名 医療センター事務局 総務課

案 件 名 いわき市医療センター看護専門学校条例の改正について

主

な

内

容

近年の物価及び人 件費の高騰を踏まえ、安定的で持続可能な学校運営を

図る観点から、授業料等を引き上げるため、所要の改正を行うもの。

（ 改 正 内 容 ）

○ 授業料等の改正（別表関係）

区 分 現 行 改 正

入学受験料 5,000円 10,000円

入学金
本市の住民である場合 6,000円 35,000円

本市の住民でない場合 12,000円 70,000円

授業料（月額） 9,900円 14,000円

（施行日 令和９年４月１日）

摘

要



ＮＯ．７

議 案 番 号 第７号 所属部課名 こどもみらい部 保育・幼稚園課

案 件 名 い わ き 市 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 等

の改正について

主

な

内

容

令和７年 12月 25日に公布された「学校設置者等及び民間教育保育等事業

者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則」

等により児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部が改正され、

児童等対象業務従事者に係る犯罪事実確認その他の必要な措置を講じなけ

れ ば な ら な い 旨 が 追 加 さ れ た こ と 等 か ら 、 本 市 に お い て も 同 様 と す る た

め、所要の改正を行うもの。

（ 主 な 改 正 内 容 ）

１ 改正する内容

⑴ 児童対象性暴力等の防止等措置の新設

児童等に教育・保 育等を提供する事業者は、児童対象性暴力等を防

止し、及び児童対 象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護する

ため、児童等対象 業務従事者に係る犯罪事実確認及びその他の必要な

措置を講じなければならない。

（施行日 令和８年 12月 25日）

⑵ 満３歳以上限定小規模保育事業の新設

小規模保育事業所について、３～５歳のこどもに係る保育の体制整

備の状況その他の 地域の事情を勘案して、当該こどもを受け入れるこ

とも可能とする。

（施行日 公 布 の 日 ）

⑶ 職員の配置基準の改正

ア 主務保育教諭等の新設

幼保連携型認定こども園等において、園児の教育及び保育を担当

し、保育教諭その 他の職員間における総合的な調整を行う主務保育

教諭等の職が創設 されたことから、学級ごとに１人以上置かなけれ

ばならない専任職員に同職を追加する。



ＮＯ．７－２

主

な

内

容

イ 保育所等における専門職の活用の新設

保育士の数の算定に当たり、当該保育所に勤務する理学療法士、

作業療法士、言語 聴覚士、心理担当職員等を１人に限り保育士とみ

なすことができる。

ただし、その職員が保育を行うに当たっては、当該保育所の保育

士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

（施行日 公 布 の 日 ）

２ 改正する条例

・ いわき市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

・ いわき市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例

・ いわき市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定

める条例

・ いわき市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例

・ いわき市幼稚園型認定こども園等の認定の要件を定める条例

・ いわき市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例

・ いわき市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等

の一部を改正する条例

・ いわき市乳児 等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例

摘

要

○ 小規模保育事業

０～２歳のこどもを対象に利用定員 19人以下で行う認可保育事業



ＮＯ．８

議 案 番 号 第８号 所属部課名 保健福祉部 高齢福祉課

案 件 名 いわき市介護保険条例の改正について

主

な

内

容

令和７年度税制改正における給与所得控除の最低保障額の引上げにより

保険料の標準段階が変わりうる住民税非課税者等（第１号被保険者並びに

その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員）について、令和８年度の市民

税が課されている者とみなして保険料率を算定する措置が講じられたこと

から、当該措置により負担が増加する部分の保険料を減免するため、所要

の改正を行うもの。

（ 主 な 改 正 内 容 ）

国の政令改正により、給与所得控除の引上げ分の範囲内で就労調整を行

っ た こ と で 令 和 ８ 年 度 分 の 市 民 税 が 課 さ れ て い る も の と み な さ れ た も の

は、令和８年度分の介護保険料を減免することができる。

（施行日 公 布 の 日 ）

摘

要

〇 経過

１ 令和７年度税制改正の概要

給 与 等 の 収 入 金 額 が 55万 円 以 上 190万 円 以 下 で あ る 者 の 給 与 所 得 控

除について、最低保障額を55万円から65万円に引き上げる。

２ 国の政令改正の概要

上記１の税制改正により、令和８年度分の介護保険料の標準段階が

変 わ り う る 住 民 税 非 課 税 者 等 に つ い て は 、 税 制 改 正 前 の 基 準 を 用 い

て、介護保険料を算定する。

〇 介護保険料における第１号被保険者

市町村の区域内に住所を有する 65歳以上の者



ＮＯ．９

議 案 番 号 第９号 所属部課名 都市建設部 建築指導課

案 件 名 い わ き 市 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 関 係 手

数料条例の改正について

主

な

内

容

被災建築物に代わ る建築物の建築に係る建築物エネルギー消費性能適合

性判定の手数料について、被災者の負担を低減し再建を促す観点から減免

するため、所要の改正を行うもの。

（ 主 な 改 正 内 容 ）

○ 手数料の減免の新設（第 11条関係）

災害により滅失又 は破損した住宅について、その災害 発生日から起算

して１年以内に建 築する場合は、建築物エネルギー消費性能適合性判定

に係る手数料を免除する。

また、公益上必要 があると認められる場合、災害その他特別な事情が

あると認められる 場合は、条例に規定された手数料を減免することがで

きる。

（施行日 公 布 の 日 ）

摘

要

○ 建築物エネルギー消費性能適合性判定

工事に着手する前 に、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能

判定機関が、建築 物について建築物エネルギー消費性能基準に適合して

いるかを判定するもの。



ＮＯ．１０

議 案 番 号 第１０号 所属部課名 土木部 住宅営繕課

案 件 名 いわき市市営住宅条例の改正について

主

な

内

容

建 物 の 老 朽 化 に 伴 い 、 市 営 住 宅 石 名 坂 団 地 等 13団 地 110戸 に つ い て 、 そ

の用途を廃止するため、所要の改正を行うもの。

（ 改 正 内 容 ）

○ 用途廃止による削除（別表第１（第２条関係）関係）

位 置
戸 数

改正前 削除数 改正後

平鎌田字石名坂 92番地 26 ２ 24

平鎌田字石名坂 155番地 42 20 22

平中神谷字後原 43番地 142 29 113

小名浜諏訪町 27番地の３ 36 12 24

泉町滝尻字神力前11番地 22 13 ９

内郷高坂町一丁目31番地 14 ２ 12

内郷御台境町御台26番地の１ 53 ５ 48

内郷宮町代 30番地 ８ ４ ４

内郷宮町町田 35番地 54 12 42

内郷白水町入山 65番地の１ 24 ３ 21

遠野町上根本字荒神平96番地の２ ４ ２ ２

小川町上平字上平90番地 ６ ３ ３

小川町高萩字家ノ前６番地 ５ １ ４

小川町西小川字中野地70番地 20 ２ 18

（施行日 公 布 の 日 ）

摘

要

○ 市営住宅の管理戸数

改正前 今回改正 改正後

7,528戸 △ 110戸 7,418戸



ＮＯ．１１

議 案 番 号 第１１号～第１２号 所属部課名 財政部 財政課

案 件 名 令和８年度いわき市補正予算

主

な

内

容

・ 令和８年度いわき市一般会計補正予算（第１号）

・ 令和８年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

摘

要

○ 主な内容は別紙



ＮＯ．１２

議 案 番 号 第１３号 所属部課名 農林水産部 卸売市場

案 件 名 工事請負契約の変更について

主

な

内

容

「いわき市中央卸売市場冷蔵庫棟冷凍機等改修工事」

令和７年いわき市議会 10月定例会議案第 40号（工事請負契約）で議決さ

れた本工事について、冷凍機の防音対策に係る追加工事が必要となること

から、契約金額及び工期を変更するもの。

（ 変 更 内 容 ）

契約内容 変 更 前 変 更 後

契約金額 金587,705,030円 金 597,850,000円

工 期
議 会 の 議 決 を 経 た 日 の 翌 日

から令和８年７月31日まで

議 会 の 議 決 を 経 た 日 の 翌 日

から令和８年９月30日まで

摘

要

○ 契約の相手方

いわき市小名浜字中原16番地の５

レジリエンス株式会社

代表取締役 吉 田 貴 幸

○ 工事概要

老朽化が著しい、いわき市中央卸売市場冷蔵庫棟冷凍機等について、

改修工事を実施するもの。

・ 冷凍機新設 10組、冷却器新設 14組

・ 冷凍機撤去 ５組、冷却器撤去 16組



ＮＯ．１３

議 案 番 号 第１４号 所属部課名 都市建設部 都市整備課

案 件 名 事業委託契約について

主

な

内

容

「常磐線内郷駅こ線人道橋整備工事委託」

常磐線内郷駅こ線人道橋に係る整備工事を委託するもの。

１ 契 約 の 方 法 随意契約

２ 契 約 金 額 金 1,620,476,000円

３ 期 間 議会の議決を経た日の翌日から

令和12年３月 31日まで

４ 契 約 の 相 手 方 茨城県水戸市三の丸１丁目４番47号

東日本旅客鉄道株式会社

執行役員水戸支社長 下 山 貴 史

摘

要

〇 委託概要

常磐線内郷駅に隣接する老朽化したこ線人道橋を架け替えるため、鉄

道事業者である東日本旅客鉄道株式会社に整備工事を委託するもの。

・ こ線人道橋 延長 Ｌ＝約 30ｍ、幅員 Ｗ＝３ｍ

〇 委託年度 令和８年度～令和 11年度



ＮＯ．１４

議 案 番 号 第１５号 所属部課名 消防本部 警防課

案 件 名 財産取得について

主

な

内

容

「水槽付きＣＤ－Ⅰ型消防ポンプ自動車（内郷 21号車） 外２件」

令和８年度消防車両整備事業として、消防隊の災害出動時における機動

力及び消火活動の向上を図るため、老朽化した消防ポンプ自動車を更新す

るもの。

１ 取 得 物 件 の 名 称 ＣＤ－Ⅰ型消防ポンプ自動車

２ 数 量 ３台（水槽付き２台／水槽無し１台）

３ 取 得 価 格 金 239,800,000円

４ 取 得 の 目 的 常備消防用

５ 取 得 の 方 法 一般競争入札による物件供給契約

６ 納 期 令和９年３月 31日

７ 物 件 の 供 給 者 いわき市内郷綴町金谷 15番地の４

東部産業株式会社自動車部

代表取締役 菊 池 一 隆

摘

要

〇 配置場所

・ 小名浜消防署

・ 常磐消防署

・ 内郷消防署



ＮＯ．１５

議 案 番 号 第１６号 所属部課名 生活環境部 資源循環推進課

案 件 名 財産取得の変更について

主

な

内

容

「最終処分場整備事業用地」

令和８年いわき市議会２月定例会議案第 60号（財産取得）で議決された

本件について、事業進捗を図るため、取得内容を変更するもの。

（ 変 更 内 容 ）

取得内容 変 更 前 変 更 後

物 件 の

所 在

いわき市山田町上ノ沢 34番３

外37筆

いわき市山田町上ノ沢 34番３

外38筆

種 別 土地（田、原野、山林） 土地（田、原野、山林）

地 積 56,748.72平方メートル 68,108.10平方メートル

取得価格 金60,696,933円 金 67,939,228円

契 約 の

相 手 方
外 14名 外 15名

摘

要

○ 取得用地の内訳

地 目 筆 数 面積（㎡）

山 林 １ 11,359.38

計 １ 11,359.38

※ 事業用地の全体面積は218,861.52平方メートル

○ 取得概要

最終処分場を建設するため、その整備用地を取得するもの



ＮＯ．１６

議 案 番 号 第１７号 所属部課名 土木部 住宅営繕課

案 件 名 訴えの提起について

主

な

内

容

市営住宅入居者で 、正当な理由がなく、長期にわたり家賃を滞納してい

る者に対し、市営住宅の明渡し及び滞納家賃の支払を求める訴訟を提起す

るに当たり、地方自治法第 96条第１項第 12号の規定により、議会の議決を

求めるもの。

１ 事 件 名 いわき市市営住宅の明渡し及び滞納家賃の支払を求め

る訴訟

２ 事 件 の 相 手 方

氏 外８名

３ 事 件 の 内 容 及 上記事件の相手方に対し、正当な理由がなく長期にわ

び 請 求 の 要 旨 たり市営住宅家賃の滞納を続けているので、公営住宅

法第32条第２項及びいわき市市営住宅管理条例第 36条

第２項の規定により、当該市営住宅の明渡し及び滞納

家賃の支払を求めるための訴訟を提起するものである。

４ 授 権 事 項 市長は、和解、請求の放棄、第一審判決結果による上

訴等必要な行為を行うことができるものとする。

摘

要

○ 事件の相手方の概要

・ 訴 訟 基 準 滞納月数 12か月以上又は滞納家賃 15万円以上の者で、

支払能力がありながら家賃を納付しない者

・ 訴 訟 件 数 ９件（９名）

・ 滞 納 額 合 計 4,235,700円（令和８年４月 30日現在）



ＮＯ．１７

議 案 番 号 第１８号 所属部課名 財政部 税務課

案 件 名 専決処分の承認を求めることについて

主

な

内

容

地 方 自 治 法 第 179条 第 １ 項 に 基 づ き 、 次 の 事 項 を 専 決 処 分 し た の で 、 同

条第３項の規定により議会の承認を求めるもの。

専決第２号

「いわき市税条例及びいわき市都市計画税条例の改正について」

令和８年３月 31日専決

「地方税法等の一 部を改正する法律」が令和８年４月１日から施行され

ることに伴い、所要の改正を行ったもの。

（ 主 な 改 正 内 容 ）

○ 軽自動車税における環境性能割の廃止

軽自動車を取得し た際に課税される環境性能割の廃止に伴い、税体系

を整理し、「種別割」を「軽自動車税」に改める。

（施行日 令和８年４月１日）

摘

要



ＮＯ．１８

議 案 番 号 第１９号 所属部課名 財政部 税務課

案 件 名 専決処分の承認を求めることについて

主

な

内

容

地 方 自 治 法 第 179条 第 １ 項 に 基 づ き 、 次 の 事 項 を 専 決 処 分 し た の で 、 同

条第３項の規定により議会の承認を求めるもの。

専決第３号

「いわき市税特別措置条例の改正について」

令和８年３月 31日専決

「東日本大震災復 興特別区域法」に基づく固定資産税の課税免除が令和

８年３月 31日で廃止となること及び「福島復興再生特別措置法」に基づく

固定資産税の課税免除等の適用期限が総務省令により延長され、令和８年

４月１日から施行されることに伴い、所要の改正を行ったもの。

（ 主 な 改 正 内 容 ）

１ 特定復興産業集積区域における課税免除の削除（第３条関係）

「東日本大震災復 興特別区域法」に基づく固定資産税の課税免除を令

和８年３月 31日で廃止する。

２ 固定資産税の課税免除の適用期限の延長

⑴ 特定事業活動施設等における課税免除（第４条関係）

項 目 現 行 改 正

適用期限 令和８年３月 31日まで 令和11年３月 31日まで

⑵ 新産業創出等推進事業促進区域における課税免除（第５条関係）

項 目 現 行 改 正

適用期限 令和８年３月 31日まで 令和11年３月 31日まで

⑶ 地方活力向上地域における課税免除又は不均一課税（第７条関係）

項 目 現 行 改 正

適用期限 令和８年３月 31日まで 令和10年３月 31日まで

（施行日 令和８年４月１日）

摘
要



ＮＯ．１９

報 告 番 号 第１号 所属部課名 財政部 財政課

案 件 名 令和７年度いわき市一般会計継続費繰越計算書について

主

な

内

容

・ 遠野支所旧庁舎解体等事業

・ 徳風園高圧機器更新事業

・ 本町保育所園舎新築事業

・ （仮称）泉南保育所園舎新築事業

・ 総合保健福祉センター浸水対策改修事業

・ 南部清掃センター蒸気式排ガス加熱器整備事業

・ 旧湯の岳山荘解体事業

・ ヨークいわきスタジアム照明改修事業

・ 小名浜・勿来消防署非常用電源設置事業

・ 内郷第一中学校校舎長寿命化改修事業

・ 旧川前公民館一部解体改修事業

・ 公営住宅火災復旧事業（穂積団地）



ＮＯ．２０

報 告 番 号 第２号 所属部課名 財政部 財政課

案 件 名 令 和 ７ 年 度 い わ き 市 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 継 続 費 繰 越 計 算 書 に つ い

て

主

な

内

容

・ 卸売市場冷蔵庫棟冷凍機器等改修事業

報 告 番 号 第３号 所属部課名 財政部 財政課

案 件 名 令和７年度いわき市水道事業会計継続費繰越計算書について

主

な

内

容

・ 中部配水池新設工事

・ 鹿島・常磐水系幹線新設工事（第10工区）

・ （重）小名浜南富岡配水管（第 265-5号外）整備工事

・ 泉浄水場再整備事業基本計画策定支援業務委託

・ 平浄水場天日乾燥床改良工事

・ 平浄水場１系高速凝集沈殿池改良工事（その２）

・ 山玉浄水場非常用自家発電設備新設工事

報 告 番 号 第４号 所属部課名 財政部 財政課

案 件 名 令和７年度いわき市下水道事業会計継続費繰越計算書について

主

な

内

容

・ 平蔵塚ポンプ場耐震耐水補強工事

・ 新町前ポンプ場雨水ポンプ設備改築 No.３（機械・電気）事業



ＮＯ．２１

報 告 番 号 第５号 所属部課名 財政部 財政課

案 件 名 令和７年度いわき市一般会計繰越明許費繰越計算書について

主

な

内

容

・ 庁舎整備事業

・ 管理経費

・ 「ようこそ・おかえり」移住・定住・関係人口拡大事業

・ 戸籍住民基本台帳事務経費

・ 物価高対応子育て応援手当支給事務費

・ 物価高対応子育て応援手当

・ 小規模給水施設支援金交付事業

・ クリンピーの家管理費

・ 上水道安全対策事業出資金

・ 企業における多様な働き方促進事業

・ 中小企業等賃上げ支援事業

・ 豊かな森づくり担い手確保育成支援事業

・ 林道改良事業

・ 林業専用道路整備事業

・ スポーツ交流推進事業

・ サイクルツーリズム推進事業

・ ナショナルサイクルルート指定推進事業

・ 観光施設管理経費

・ 大雨被害軽減対策調査事業

・ 幹線道路整備事業

・ 自転車道路網整備事業

・ 道路改良事業

・ 歩道整備事業

・ 安心みちまち冠水対策事業

・ 安全みちまちプロテクト事業

・ 道路構造物長寿命化事業

・ 流域治水プロジェクト・緊急重点河川改良事業

・ 市街地再生整備推進事業

・ 湯本駅周辺基盤整備事業

・ 公共交通活性化推進事業

・ 街路事業

・ 三崎公園魅力向上事業

・ 都市公園整備事業



ＮＯ．２１－２

主

な

内

容

・ 住宅管理費

・ 公営住宅ストック総合改善事業

・ 災害時非常用備蓄品整備事業

・ 避難所環境改善事業

・ 小学校管理費（長寿命化事業分）

・ 小学校管理費（トイレ洋式化分）

・ 空調設備設置事業（小学校費）

・ 中学校管理費（長寿命化事業分）

・ 空調設備設置事業（中学校費）

・ いわき甲子園プロジェクト事業

・ 体育施設長寿命化事業

・ 多世代で集えるインクルーシブ広場整備事業



ＮＯ．２２

報 告 番 号 第６号 所属部課名 財政部 財政課

案 件 名 令 和 ７ 年 度 い わ き 市 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算

書について

主

な

内

容

・ 勿来錦第一土地区画整理事業

・ 湯本駅周辺土地区画整理事業

報 告 番 号 第７号 所属部課名 財政部 財政課

案 件 名 令 和 ７ 年 度 い わ き 市 温 泉 給 湯 事 業 特 別 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書 に

ついて

主

な

内

容

・ 施設更新事業

報 告 番 号 第８号 所属部課名 財政部 財政課

案 件 名 令和７年度いわき市水道事業会計予算繰越計算書について

主

な

内

容

・ 施設整備事業

・ 老朽管更新事業

・ 施設更新事業

・ 災害対策事業

・ 錦町配水管（第 311-24号外）改良工事

・ 小名浜配水管（第284-6号外）改良工事

・ 小名浜配水管（第266-118号外）改良工事

・ 小名浜配水管（第285-36号外）改良工事

・ 内郷御台境町配水管（第 122-1号外）改良工事



ＮＯ．２３

報 告 番 号 第９号 所属部課名 財政部 財政課

案 件 名 令和７年度いわき市工業用水道事業会計予算繰越計算書について

主

な

内

容

・ 施設更新事業

報 告 番 号 第１０号 所属部課名 財政部 財政課

案 件 名 令和７年度いわき市下水道事業会計予算繰越計算書について

主

な

内

容

・ 管渠建設事業

・ ポンプ場建設事業



ＮＯ．２４

報 告 番 号 第１１号 所属部課名 土木部 維持保全課

案 件 名 専決処分の報告について

主

な

内

容

地 方 自 治 法 第 180条 第 １項 の 規 定 に基 づ き、 議 会 か ら指 定 され て い る 事

項を専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告するもの。＠

令 和 ８ 年 ３ 月 ７ 日 、 い わ き 市 四 倉 町 下 仁 井 田 字 須 賀 向 30番 の 222地 先 の

市道勿来・久之浜線において、道路管理瑕疵により発生した物損事故に係

る損害賠償額の決定。

事 故 の 種 類 相 手 方 損害賠償額 専決処分年月日

物 損 事 故

氏

金251,425円 令和８年４月 13日

摘

要

○ 事故の状況等

令和８年３月７ 日午前 11時 47分頃、市道勿来・久之浜線において、被

害車両が走行中、 歩道部に設置された標識が強風により倒れ接触し、車

両左前方部を破損したもの。



ＮＯ．２５

報 告 番 号 第１１号 所属部課名 総務部 人事課

案 件 名 専決処分の報告について

主

な

内

容

地 方 自 治 法 第 180条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 議 会 か ら 指 定 さ れ て い る 事

項を専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告するもの。

令和７年 11月 28日、いわき市平南白土字八ツ坂 36番地の 26において引き

起こした公務上の交通事故に係る損害賠償額の決定。

事 故 の 種 類 相 手 方 損害賠償額 専決処分年月日

物 損 事 故

氏

金37,700円 令和８年４月 30日

摘

要

○ 事故の状況等

令和７年 11月 28日午後３時 30分頃、訪問先であるアパートの駐車場に

車両を後ろ向きで 駐車しようとした際、後方確認不十分により、アパー

トの壁面に衝突したもの。



ＮＯ．２６

報 告 番 号 第１１号 所属部課名 教育委員会 学校支援課

案 件 名 専決処分の報告について

主

な

内

容

地 方 自 治 法 第 180条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 議 会 か ら 指 定 さ れ て い る 事

項を専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告するもの。

令和８年４月７日 、いわき市内郷高野町中倉 82番地の３のいわき市立高

野小学校敷地内において、施設管理瑕疵により発生した物損事故に係る損

害賠償額の決定。

事 故 の 種 類 相 手 方 損害賠償額 専決処分年月日

物 損 事 故

氏

金430,500円 令和８年５月 20日

摘

要

○ 事故の状況等

令和８年４月７ 日午後６時 50分頃、いわき市立高野小学校敷地内駐車

場に、同校職員が 車両を駐車していたところ、敷地内の立木の枝が強風

により折れ落下し、車両右前方部を破損したもの。



ＮＯ．２７

報 告 番 号 第１２号 所属部課名 保健所 感染症対策課

案 件 名 いわき市新型インフルエンザ等対策行動計画の変更について

主

な

内

容

「いわき市新型インフルエンザ等対策行動計画」を変更したので、新型

インフルエンザ等対策特別措置法第８条第６項の規定により、議会に報告

するもの。

摘

要

○ いわき市新型インフルエンザ等対策行動計画の変更

平成 26年に策定し た「いわき市新型インフルエンザ等対策行動計画」

について、新型コ ロナウイルス感染症対応の経験や課題を踏まえるとと

もに、国及び県の行動計画と整合を図りながら、変更したもの。



ＮＯ．２８

提 出 所属部課名

案 件 名

主

な

内

容

地方自治法第 243条の３第２項の規定により提出するもの。

１ いわき市土地開発公社経営状況について

２ 公益財団法人いわき市社会福祉施設事業団経営状況について

３ 公益財団法人いわき市国際交流協会経営状況について

４ 公益財団法人いわき市潮学生寮経営状況について

５ 一般財団法人いわき市公園緑地観光公社経営状況について

６ 一般財団法人いわき市勤労者福祉サービスセンター経営状況について

７ 株式会社いわきニュータウンセンター経営状況について

摘

要



ＮＯ．２９

議 案 番 号 第〇号 所属部課名 総務部 人事課

案 件 名 監査委員選任の同意を求めることについて

（ 追 加 提 案 予 定 ）

主

な

内

容

監査委員４人のうち、１人の任期が令和８年６月 27日で満了となるため、

新たに選任するに当たり、地方自治法第 196条第１項の規定により、議会の

同意を求めるもの。

摘

要

・ 委員定数 ４人（識見を有する者２人、議員２人）

・ 任 期 識見を有する者・・・４年

議員・・・・・・・・議員の任期

議 案 番 号 第○号 所属部課名 財政部 市民税課

案 件 名 固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについて

（ 追 加 提 案 予 定 ）

主

な

内

容

固定資産評価審査委員会委員６人のうち、１人の任期が令和８年６月 30

日で満了となるため、新たに選任するに当たり、地方税法第 423条第３項の

規定により、議会の同意を求めるもの。

摘

要

・ 委員定数 ６人

・ 任 期 ３年



ＮＯ．３０

議 案 番 号 第○号 所属部課名 農林水産部 林業振興課

案 件 名 川部財産区管理委員選任の同意を求めることについて

（ 追 加 提 案 予 定 ）

主

な

内

容

川部財産区管理委員７人のうち、１人の任期が令和８年６月 27日で満了

となるため、新たに選任するに当たり、いわき市川部財産区管理会条例第

３条の規定により、議会の同意を求めるもの。

摘

要

・ 委員定数 ７人

・ 任 期 ４年

議 案 番 号 第○号～第○号 所属部課名 農林水産部 林業振興課

案 件 名 川前財産区管理委員選任の同意を求めることについて

（ 追 加 提 案 予 定 ）

主

な

内

容

川前財産区管理委員７人のうち、２人の任期が令和８年６月 27日で満了

となるため、新たに選任するに当たり、いわき市川前財産区管理会条例第

３条の規定により、議会の同意を求めるもの。

摘

要

・ 委員定数 ７人

・ 任 期 ４年



ＮＯ．３１

諮 問 番 号 第１号～第３号 所属部課名 市民協働部 男女共同・多文化共生センター

案 件 名 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

主

な

内

容

人権擁護委員のうち、１人が令和７年４月 19日で辞任し、２人の任期が

令和８年 12月 31日で満了となるため、新たに推薦するに当たり、人権擁護

委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるもの。

摘

要

・ 委員定数 20人

・ 任 期 ３年




